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 学校生活 

 

 毎朝、教室で健康観察カードの確認を行います。 

 児童、教職員共に、基本的にマスクを着用します。 

    （体育などで運動をする場合には、他の人との距離をとってマスクを外します。） 

（登下校時に息が苦しくなったら止まってマスクをずらし、深呼吸するように指導しています。） 

 学校生活の中で、人と触れずに、腕を伸ばした距離をとるよう指導しています。 

 休み時間毎に、水分補給をするようにします。 

 体力、免疫力向上のために、外遊びを奨励しています。 

 外遊び等、外での活動前に水分補給、活動時は帽子着用、活動後は水分補給、手洗い、 

うがいを励行し、ミストで体を冷やします。 

 

    水分補給の考え方にはいろいろありますが、学校では、基本的に水かお茶として 

   います。激しい運動をした時や大量の汗をかいた時に、スポーツドリンク等で 

ミネラルを補給すると熱中症防止に役立つ場合があります。但し、スポーツドリンク 

には多量の糖分が含まれているため、常時飲み続けることは体によくないとも言われ 

ています。連日の暑さですので、ご家庭の判断の元、運動会の練習中と当日に限り、 

スポーツドリンクの持参を認めます。運動後にだけ飲むように、声をかけます。 

通常の水分補給は、水かお茶です、必ず、水筒は持参してください。 

※スポーツドリンクは、フッ素加工していない金属の水筒には入れられません。 

 気を付けてください。ペットボトルで持参しても大丈夫です。 

 

 エアコン使用時も、教室のドアと窓を開けて、常時換気を行います。 

 暑さ対策として、必要に応じて冷却グッズ（首に巻く物、霧吹き等）の持参を勧めています。 

 児童下校後、教室の頻繁に接触する部分とトイレの消毒を行います。 

 教職員も、毎朝の検温や体調確認を行い、健康管理に取り組んでいます。 

 熱中症アラートが発出時と WBGTの数値が高い場合には、屋外での運動は行いません。 

 

学習活動 

以下の点に気を付けながら、授業展開を工夫していきます。 

 各教科等共通 長時間、近距離で対面形式となるグループ活動は行いません。 

 音楽  狭い空間や密閉状態での歌唱指導とならないようにします。 

 外国語 狭い空間や密閉状態での発声や身体接触を伴う活動にならないようにします。 

 家庭科 調理等リスクの高い実習は見合わせます。 

 体育  密集する運動や、近距離で組み合ったり接触したりする運動を避けて行います。 

 

感染症・熱中症対策と教育活動 その２  
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給食、清掃 

 給食は町田市の統一メニューにより、個包装等安全に配膳できる工夫を行います。 

 給食の前に、配膳台と児童の机をアルコール消毒します。 

 児童の給食当番３名程度と教員が配膳を行います。全員、手洗いを徹底します。 

 清掃は、感染のリスクを考えて床掃除を簡略化し、当番制により少人数で行います。 

 

その他 

 部活動 合唱団は、少人数で短時間行う形にします。 

鶴二自然クラブは、２つの活動に絞り、全体を２つに分割して実施します。 

 出席停止の扱いについての対応は、町田市教育委員会の資料（裏面）をご参照ください。 

 

   特に東京都の警戒レベルが高い場合には、同居の家族が発熱や風邪症状の場合 

にも学校はお休みにしていただき、出席停止の扱いとなります。ご注意ください。 

 

     本校では、保護者の方からの申告に基づいて、出席停止の措置をとっています。申請用紙は 

ホームページからダウンロードしてください。担任からお渡しすることもできます。 

 

  もしもの場合 

 学校において感染者が発生した場合は、保健所の指示により、感染者の行動範囲の消毒と校内で 

の濃厚接触者の特定が行われます。その作業が終わるまでは臨時休業となり、その後の措置に 

ついては、保健所と相談の上、教育委員会が決定します。 

 保護者の皆様には、一斉メールで随時お知らせすることになります。突然起きることですので 

ご承知置きください。 

 

 

＜資料＞  
 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」 

～ 「学校の新しい生活様式」 ～ （2020.8.6Ver.3）より抜粋 

 

国内外の感染状況を見据えると、新型コロナウイルス感染症については長期的な対応が求められる 

ことが見込まれる状況です。こうした中でも、持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障して 

いくため、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続して 

いく必要があります。 

 

 

  ※教職員一同、子供たちの安心・安全のため、そして着実な学力を養い、豊かな情操と人間性を育む教育活

動を推進するために、できる限りの努力をしていきます。保護者の皆様との連携・協力が欠かせませんの

で、心配なこと等ありましたら、是非、ご相談ください。 

   

   

 

 

 

 

   

 

 


